
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
近畿地方年金記録訂正審議会 

平成 28 年５月 13 日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの    ３件 

         厚生年金保険関係      ３件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの         ６件 

         国 民 年 金 関 係      ２件 

         厚生年金保険関係      ４件 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500828 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600020 号 

 

第１ 結論 

  １ 請求者のＡ社における平成18年７月１日から平成20年12月１日までの期間の標準報酬

月額を次のとおり訂正することが必要である。平成 18 年７月から平成 20 年８月までは 28

万円を 32 万円、同年９月から同年 11 月までは 30 万円を 34 万円とする。 

 平成18年７月１日から平成20年12月１日までの期間の上記訂正後の標準報酬月額につ

いては、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年

金特例法」という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬

月額として記録することが必要である。  

 事業主は、請求者に係る平成 18 年７月１日から平成 20 年 12 月１日までの期間の上記訂

正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ２ 請求者のＢ社における平成20年12月１日から平成22年７月１日までの期間の標準報酬

月額を次のとおり訂正することが必要である。平成 20 年 12 月は 30 万円を 34 万円、平成

21 年１月は 30 万円を 32 万円、同年２月は 30 万円を 34 万円、同年３月は 30 万円を 32 万

円、同年４月は 30 万円を 34 万円、同年５月は 30 万円を 32 万円、同年６月及び同年７月

は 30 万円を 34 万円、同年８月は 30 万円を 32 万円、同年９月から平成 22 年６月までは

30 万円を 34 万円とする。 

 平成20年 12月１日から平成22年７月１日までの期間の上記訂正後の標準報酬月額につ

いては、厚生年金特例法第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報

酬月額として記録することが必要である。  

 事業主は、請求者に係る平成 20 年 12 月１日から平成 22 年７月１日までの期間の上記訂

正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ３ 請求者のＡ社における標準賞与額を平成 18 年 12 月 15 日及び平成 19 年７月 15 日は 45

万円、同年 12 月 15 日及び平成 20 年７月 15 日は 46 万円に訂正することが必要である。 

    平成 18 年 12 月 15 日、平成 19 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及び平成 20 年７月 15 日の

標準賞与額については、厚生年金特例法第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基

礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 18 年 12 月 15 日、平成 19 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及

び平成 20 年７月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

４ 請求者のＢ社における標準賞与額を平成 20 年 12 月 15 日は 46 万円、平成 21 年７月 15

日は 40 万円、平成 22 年７月 15 日は 20 万円に訂正することが必要である。 

平成 20 年 12 月 15 日、平成 21 年７月 15 日、平成 22 年７月 15 日の標準賞与額について

は、厚生年金特例法第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額

として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 20 年 12 月 15 日、平成 21 年７月 15 日、平成 22 年７月 15

日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ５ その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めることはできな

い。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 



 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： ① 平成 18 年７月１日から平成 20 年 12 月１日まで 

② 平成 20 年 12 月１日から平成 22 年 12 月 21 日まで 

③ 平成 18 年 12 月 

④ 平成 19 年７月 

⑤ 平成 19 年 12 月 

⑥ 平成 20 年７月 

⑦ 平成 20 年 12 月 

⑧ 平成 21 年７月 

⑨ 平成 21 年 12 月 

⑩ 平成 22 年７月  

Ａ社及びＢ社の同僚の賞与支払に関する記録を訂正することとなった旨のお知らせ（文

書）が年金事務所から届いたことにより、請求期間①から⑩までの各期間に当該両社から

支給された賞与及び仮払金が年金記録に反映していないことが分かった。当該両社では、

夏期と冬期の年２回の一時金としての賞与のほかに、毎月、仮払金が給与とともに支給さ

れていた。 

所持している賞与明細書及び給与明細書を提出するので、請求期間①から⑩までの各期

間に支給された賞与及び仮払金について、年金額に反映する記録として認めてほしい。 

  

第３ 判断の理由 

１ 請求期間①及び②について、請求者は、当該期間の各月に支給された仮払金が、標準報

酬月額に反映されていないとして、標準報酬月額に係る記録訂正を求めているところ、請

求者から提出された給与明細書、賞与明細書及び雇用保険被保険者離職票－２並びに金融

機関から提出された取引明細書により、当該期間の各月において、請求者に対し給与とと

もに仮払金が支給されていることが認められる上、当該仮払金について、日本年金機構Ｃ

事務センターは、賞与ではなく月例の給与であり、標準報酬月額の算定の対象となる報酬

であるとしている。 

  請求期間①について、請求者から提出された給与明細書により、請求者は、当該期間に

おいて、オンライン記録の標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料額を超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

したがって、請求者の請求期間①に係る標準報酬月額については、前述の給与明細書に

より確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、平成 18 年７月から平成 20 年８

月までは 32 万円、同年９月から同年 11 月までは 34 万円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、事業主は、請求期間①について、請求者の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

を社会保険事務所（平成 22 年１月以降は、年金事務所）に対し、誤って提出したことを認

めていることから、社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ２ 請求期間②のうち、平成 20 年 12 月１日から平成 22 年７月１日までの期間について、請

求者から提出された給与明細書及び雇用保険被保険者離職票－２並びに金融機関から提



 

出された取引明細書により、請求者は、当該期間において、オンライン記録の標準報酬月

額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額を超える

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額又は請求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求

期間②のうち、平成 20 年 12 月１日から平成 22 年７月１日までの期間に係る標準報酬月額

については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求者の請求期間②のうち、平成 20 年 12 月１日から平成 22 年７月１日ま

での期間に係る標準報酬月額については、前述の給与明細書等により確認できる報酬月額

及び厚生年金保険料控除額から、平成 20 年 12 月は 34 万円、平成 21 年１月は 32 万円、同

年２月は 34 万円、同年３月は 32 万円、同年４月は 34 万円、同年５月は 32 万円、同年６

月及び同年７月は 34 万円、同年８月は 32 万円、同年９月から平成 22 年６月までは 34 万

円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、事業主は、請求期間②のうち、平成 20 年 12 月１日から平成 22 年７月１日までの期間

について、請求者の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を社会保険事務所に対し、

誤って提出したことを認めていることから、社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

  ３ 請求期間③から⑩までの各期間について、請求者は、標準賞与額に係る記録訂正を求め

ているところ、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び請求者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、当該期間に係

る標準賞与額については、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

請求期間③から⑥までの各期間について、請求者から提出された賞与明細書及び給与明

細書から判断すると、請求者は、当該期間において賞与の支払を受け、事業主により当該

賞与に係る厚生年金保険料を賞与から控除されていたことが認められる。 

また、請求期間③から⑥までの各期間における賞与支給日について、Ａ社は、「請求期間

③は平成 18 年 12 月 15 日、請求期間④は平成 19 年７月 15 日、請求期間⑤は同年 12 月 15

日、請求期間⑥は平成 20 年７月 15 日である。」と回答している。 

以上のことから、請求期間③から⑥までの各期間に係る標準賞与額については、前述の

賞与明細書により確認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 18 年 12 月 15

日及び平成 19 年７月 15 日は 45 万円、同年 12 月 15 日及び平成 20 年７月 15 日は 46 万円

とすることが妥当である。 

 なお、事業主が請求者の請求期間③から⑥までの各期間に係る厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、事業主は、当該期間に係る請求者の厚生年金保険被

保険者賞与支払届を社会保険事務所に対し提出しておらず、厚生年金保険料についても納

付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、請求者の当該期間に係る厚

生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

４ 請求期間⑦、⑧及び⑩の各期間について、請求者から提出された賞与明細書及び給与明

細書から判断すると、請求者は、当該期間において賞与の支払を受け、事業主により当該

賞与に係る厚生年金保険料を賞与から控除されていたことが認められる。 



 

また、請求期間⑦、⑧及び⑩の各期間における賞与支給日について、Ｂ社は、「請求期間

⑦は平成 20 年 12 月 15 日、請求期間⑧は平成 21 年７月 15 日、請求期間⑩は平成 22 年７

月 15 日である。」と回答している。 

以上のことから、請求期間⑦、⑧及び⑩の各期間に係る標準賞与額については、前述の

賞与明細書により確認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 20 年 12 月 15

日は 46 万円、平成 21 年７月 15 日は 40 万円、平成 22 年７月 15 日は 20 万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が請求者の請求期間⑦、⑧及び⑩の各期間に係る厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、事業主は、当該期間に係る請求者の厚生年金保険被

保険者賞与支払届を社会保険事務所に対し提出しておらず、厚生年金保険料についても納

付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、請求者の当該期間に係る厚

生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

５ 請求期間②のうち、平成 22 年７月１日から同年 12 月 21 日までの期間については、請求

者から提出された雇用保険被保険者離職票－２及び金融機関から提出された取引明細書

により、請求者が、当該期間において、オンライン記録の標準報酬月額を超える報酬月額

の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額を超える厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められるものの、当該取引明細書を見ると、

Ｂ社から請求者に対し、同年に係る年末調整による還付金と同年７月から同年 11 月まで

の各月に仮払金から控除された厚生年金保険料の合計と一致する額が、同年 12 月 27 日に

返金されていることが記載されている。 

 このほか、請求期間②のうち、平成 22 年７月１日から同年 12 月 21 日までの期間にお

いて、請求者が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が控除されていたことを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 また、請求期間⑨について、請求者から提出された賞与明細書及び平成 21 年分の源泉

徴収票によると、当該期間において、請求者に対する賞与（一時金）の支給が無いことが

認められる。 

さらに、Ｂ社の事務担当者は、請求者の請求期間⑨に係る賞与について、「賞与の対象期

間において、業績が悪い場合には、賞与（一時金）を支給しない。」旨陳述している。 

 このほか、請求者の請求期間⑨における賞与の支給及び厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求期間②の

うち平成22年７月１日から同年12月21日までの期間及び請求期間⑨について、請求者が、

その主張する標準報酬月額又は標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与又

は賞与から控除されていたと認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1501007 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600021 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日を昭和 47 年６月１日から同

年５月 31日に訂正し、同年５月の標準報酬月額を４万 5,000 円とすることが必要である。 

   昭和 47 年５月 31日から同年６月１日までの期間については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる

被保険者期間として記録することが必要である。 

   事業主が、請求者に係る昭和 47 年５月 31日から同年６月１日までの期間の厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 47年５月 31日から同年６月１日まで 

Ａ社における勤務期間のうち、同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動した際の厚生年金保険被

保険者記録が無い。請求期間も継続して勤務していたので、当該期間を厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由  

Ａ社から提出された請求者の人事記録、同社の回答及び請求者に係る雇用保険の加入記録か

ら判断すると、請求者が請求期間において同社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ支店から同社Ｃ支店

（厚生年金保険の適用事業所はＡ社）に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、前述のＡ社から提出された人事記録及び請求者の陳述により、請

求者は請求期間において同社Ｃ支店に所属していたと推認されることから、昭和 47 年５月 31

日とすることが妥当である。 

 また、請求期間の標準報酬月額については、Ａ社における請求者の昭和 47 年６月の厚生年

金保険の記録から、４万 5,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者の請求期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明と回答しており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおりの

厚生年金保険被保険者資格の取得年月日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行った

とは認められない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500898 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600023 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額を平成 19 年７月 25 日は 55 万 8,000 円、同年 12 月 25 日

は 64 万円、平成 20 年７月 25 日は 80 万 3,000 円、同年 12 月 25 日は 85 万 4,000 円、平成 21

年 12 月 28 日は 95 万 7,000 円に訂正することが必要である。 

平成 19 年７月 25 日、同年 12 月 25 日、平成 20 年７月 25 日、同年 12 月 25 日及び平成 21

年 12 月 28 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録す

ることが必要である。 

事業主が請求者に係る平成 19 年７月 25日、同年 12 月 25 日、平成 20 年７月 25 日、同年 12

月 25 日及び平成 21年 12 月 28日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

  住    所 ：  

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： ① 平成 19 年７月 

 ② 平成 19 年 12 月 

 ③ 平成 20 年７月 

 ④ 平成 20 年 12 月 

 ⑤ 平成 21 年 12 月 

私と同時期にＡ社に勤務した元同僚の賞与に係る年金記録を訂正したことに関連して、私

についても同社における賞与に係る年金記録を確認するようにとのお知らせが年金事務所

から届いたので、私の年金記録を確認したところ、請求期間①、②、③、④及び⑤に係る標

準賞与額の記録が無いことが分かった。 

請求期間①、②、③、④及び⑤についても、賞与が支給され、厚生年金保険料を控除され

ていたので、当該期間に係る標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者から提出された預金通帳、Ｂ市から提出された請求者に係る住民税課税基礎資料、元

同僚が所持する賞与支給明細書等から判断すると、請求者が、請求期間①に 55 万 8,480 円、

請求期間②に 64 万 150 円、請求期間③に 80 万 3,870 円、請求期間④に 85 万 4,050 円、請求

期間⑤に 95 万 7,120 円の賞与の支払を受け、当該賞与額に見合う標準賞与額（請求期間①は

55 万 8,000 円、請求期間②は 64 万円、請求期間③は 80万 3,000 円、請求期間④は 85万 4,000

円、請求期間⑤は 95 万 7,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により、当該各賞与から

控除されていたことが認められる。 

また、賞与の支給日については、請求者から提出された預金通帳の振込日から、請求期間①

は平成 19年７月 25 日、請求期間②は同年 12月 25 日、請求期間③は平成 20 年７月 25日、請

求期間④は同年 12 月 25 日、請求期間⑤は平成 21 年 12 月 28 日とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者の請求期間①、②、③、④及び⑤に係る厚生年金保険料を納付する義



 

務を履行したか否かについては、請求者の当該期間に係る厚生年金保険被保険者賞与支払届を

社会保険事務所（当時）に対し提出したか否か、また、厚生年金保険料について納付したか否

かについて事業主から回答が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらないこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおりの

厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められな

い。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500537 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（国）第 1600010 号 

 

第１ 結論 

昭和 40 年 10 月から昭和 49 年３月までの請求期間については、国民年金保険料を納付した

期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

   住    所 ：  

 ２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 昭和 40年 10 月から昭和 49 年３月まで 

国民年金の加入手続は、私が昭和 40 年 10 月に勤務していた会社を退職した後に、亡くな

った母が行ってくれたと思う。 

請求期間の国民年金保険料は、母が、兄の分と一緒に、町内の集金人及びＡ県Ｂ市役所の

窓口において納付してくれたと兄から聞いている。 

私が会社を退職したのは、当時、クリーニング店を経営していた兄が倒れ、両親から店を

手伝ってほしいと懇願されたためであり、母が、兄の国民年金保険料だけを納付して、余儀

なく会社を退職し同店を手伝うことになった私の国民年金保険料を納付しないはずがない

ので、私の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、「母が、国民年金の加入手続を行い、請求期間の国民年金保険料を兄の分と一緒

に、集金人及びＢ市役所の窓口において納付してくれた。」旨主張しているところ、オンライ

ン記録によると、請求者の兄は、請求期間のうち、昭和 41 年４月以降の国民年金保険料を納

付済みである。 

しかしながら、国民年金保険料を納付するためには、国民年金の加入手続を行い、国民年金

手帳記号番号の払出しを受ける必要があるところ、国民年金手帳記号番号払出簿によると、請

求者の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年 11 月 10 日にＢ市において払い出されており、同

番号前後の任意加入被保険者の資格取得日などから判断すると、請求者に係る国民年金の加入

手続は、同年 10 月に行われたものと推認でき、当該加入手続時点まで、請求者は国民年金に

加入していないことから、請求者の母は、請求期間の国民年金保険料を請求者の兄の分と一緒

に現年度納付することができず、このことは、請求者の主張と符合しない。 

また、請求期間の国民年金保険料を現年度納付するためには、別の国民年金手帳記号番号の

払出しが必要となるところ、国民年金手帳記号番号払出簿において、Ｂ市で請求期間中に払い

出された国民年金手帳記号番号を全て視認したが、請求者に対する別の国民年金手帳記号番号

の払出しは確認できない。 

さらに、請求者に係る国民年金の加入手続及び請求期間の国民年金保険料納付を行ったとさ

れる請求者の母は既に亡くなっていることから、請求期間当時の事情について陳述を得ること

ができない上、請求者及びその兄からは、請求期間の国民年金保険料が納付されたことをうか

がわせる具体的な陳述は得られない。 

加えて、請求期間は８年６か月と長期間であり、複数年度にわたる国民年金保険料の納付記

録が全て欠落したとは考え難い上、請求者の母が請求期間の国民年金保険料を納付していたこ



 

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに請求期間について、請求者の国

民年金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500841 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（国）第 1600011 号 

 

第１ 結論 

昭和 46 年４月から昭和 48 年３月までの請求期間については、国民年金保険料を納付した期

間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

   住    所 ：  

 ２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 昭和 46 年４月から昭和 48年３月まで 

私は、昭和 40 年 11 月 25 日に会社を退職する際、経理担当者から国民年金の加入を勧め

られたので、退職後にＡ県Ｂ市Ｃ区役所に出向いて、国民年金の加入手続を行った。その際、

国民年金保険料の集金は、働くようになった同区Ｄ町にある義兄の経営する旅館に来てもら

うようにしたと思う。 

その後、義兄の別の旅館で働くようになり、集金人に会えなくなったので、しばらく国民

年金保険料を納付していなかったが、請求期間以降の国民年金保険料は、妻が、集金人に夫

婦二人分を一緒に納付するようになった。 

妻は、請求期間の国民年金保険料の納付方法等をよく覚えていないが、妻がどちらか一方

のみ納付することは考えられないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、「請求期間の国民年金保険料は、妻が夫婦二人分を一緒に集金人に納付してくれ

た。」旨陳述しているところ、国民年金手帳記号番号払出簿によると、請求者の国民年金手帳

記号番号は、昭和 41 年２月 28 日にＢ市Ｃ区において払い出されており、請求期間の国民年金

保険料は納付することが可能である上、オンライン記録によると、一緒に納付したとする請求

者の妻は請求期間の国民年金保険料を納付済みである。 

しかしながら、請求者の国民年金被保険者台帳（特殊台帳）を見ると、最初の住所欄には「Ｃ

区Ｄ町」と記載されているところ、当該台帳の欄外に「不在被保険者」の押印が有ることから、

その期間は不明であるが、請求者は、当該住所地において､不在被保険者として管理されてい

たことがうかがえる。 

また、前述の特殊台帳に押された「不在被保険者」の印が二重線で消されており、裏面住所

欄には「Ｅ支所 Ｆ地区Ｇ町＊-＊」の記載が確認できるところ、当該所在判明の時期につい

て確認することはできないものの、請求者の国民年金手帳を見ると、ⅰ）昭和 48 年 12 月 11

日に発行されており、住所欄には「Ｂ市Ｆ地区Ｇ町＊-＊」と記載されていること、ⅱ）当該

手帳の印紙検認記録欄が昭和 48 年度から始まっていること、ⅲ）昭和 48 年４月から同年 12

月までの国民年金保険料が、当該手帳の発行日と同日に一括して納付されていることが確認で

きることなどからすると、同年 12月 11 日に請求者の所在が判明し、当該日時点において集金

人に納付することが可能な国民年金保険料が現年度納付されたものと考えられる。 

さらに、請求者の国民年金保険料納付が再開された時期について、請求者及びその妻は覚え

ていないと陳述しているところ、当該時期が昭和 48 年 12 月 11 日であるとするならば、請求

期間のうち一部は時効により国民年金保険料を納付することができず、納付が可能な期間につ



いては、過年度保険料となるため、現年度保険料を取り扱っていた集金人に納付することはで

きない。 

加えて、請求期間直後の国民年金保険料の納付状況について、前述のとおり、請求者は、昭

和 48年４月から同年 12月までの国民年金保険料が同年 12月 11日に一括して納付されている

一方、請求者の妻に係る国民年金手帳を見ると、昭和 48 年４月から同年 12 月までの国民年金

保険料について、３か月ごとに同年６月９日、同年９月 10 日及び同年 12 月 10 日に納付され

ており、その納付状況が請求者とその妻とでは異なっていることから、請求者の妻が請求期間

の国民年金保険料を一緒に納付したとする陳述とは符合しない。 

このほか、請求者の妻が請求期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控等）は無く、請求期間について、請求者の国民年金保険料が納付されてい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500666 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600018 号 

 

第１ 結論 

  請求期間①について、請求者のＡ事業所又はＢ社（現在は、Ｃ社）Ｄ支店における厚生年金

保険被保険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間②について、請求者のＥ事業所又はＦ事業所における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間③及び④について、請求者のＧ事業所又はＦ事業所における厚生年金保険被保険者

資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。  

   

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

 氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和９年生 

 住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間 ： ① 昭和 25 年４月１日から昭和 28 年４月１日まで 

            ② 昭和 28 年４月１日から昭和 29年 10 月１日まで 

            ③ 昭和 30 年５月 25日から昭和 32 年５月１日まで 

            ④ 昭和 32 年８月８日から昭和 35 年３月１日まで 

     Ｈ県Ｉ市Ｊ地区に所在した複数の関連事業所に、昭和 25 年４月１日から昭和 35 年３月１

日まで継続して勤務した。 

しかし、厚生年金保険の記録を年金事務所に照会したところ、Ａ事業所に勤務した請求期

間①、Ｅ事業所に勤務した請求期間②、Ｇ事業所に勤務した請求期間③及び④について、厚

生年金保険の被保険者記録が無い。 

請求期間①から④までの各期間について、給与から厚生年金保険料を控除されていたので、

調査の上、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①について、請求者は、Ａ事業所に勤務したと主張しているところ、年金事務所の

記録において、当該事業所名称の厚生年金保険の適用事業所は見当たらないものの、請求者が

主張する事業所所在地に厚生年金保険の適用事業所としてＢ社Ｄ支店が確認できる。そこで、

同社Ｄ支店に係る厚生年金保険被保険者名簿を見ると、請求者が当該期間に同僚であったと陳

述している者の名前が複数確認できること、及び請求期間①当時の同社Ｄ支店における業務等

に係る請求者の陳述内容から判断すると、当該期間のうち期間は特定できないものの、請求者

が同社Ｄ支店内において業務に従事していたことがうかがえる。 

しかし、前述の被保険者名簿に被保険者記録の有る複数の者は、「自身の勤務期間と厚生年

金保険の被保険者期間は相違しているが、被保険者ではなかった期間については、給与から厚

生年金保険料を控除されていない。」旨陳述している上、このうち二人は、「Ｂ社Ｄ支店では、

Ｋ職は入社時にはＬ職として採用され、Ｌ職であった期間は厚生年金保険に加入していなかっ

た。Ｌ職であった期間は人によって異なっていた。」旨陳述していることから、Ｂ社Ｄ支店で

は、請求期間①当時、必ずしも全ての従業員を漏れなく厚生年金保険に加入させる取り扱いで

はなく、また、厚生年金保険の被保険者でない者の給与から厚生年金保険料を控除していたこ

とはうかがえない。 



 

 

また、Ｃ社は、「請求期間①当時の資料は保存しておらず、当時の状況は分からない。」旨回

答している上、請求者は、「請求期間①当時の給与明細書等は保管していない。」と陳述してい

ることから、請求者の請求期間①における厚生年金保険料の控除について、確認することがで

きない。 

このほか、請求者の請求期間①に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

請求期間②について、請求者は、Ｅ事業所に勤務したと主張しているところ、年金事務所の

記録において、当該名称の厚生年金保険の適用事業所は見当たらないものの、請求者が主張す

る事業所所在地に、Ｅ事業所と類似名称のＦ事業所が請求期間②の後の昭和 29 年 10 月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認できる。 

そこで、Ｆ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿において、請求者と同様に、同事業所が

厚生年金保険の適用事業所となった日（昭和 29年 10 月１日）と同日に厚生年金保険の被保険

者資格を取得している者に照会したところ、複数の者から回答が有り、当該回答から判断する

と、請求期間②のうち、期間は特定できないものの、請求者が同事業所に勤務していたことが

推認できる。 

しかし、前述の回答のあった者のうちの一人は、「Ｆ事業所の従業員は、勤務形態が請負か

ら社員に変わるということで、社会保険に加入した。社会保険に加入する前については、給与

から厚生年金保険料は控除されていなかったと思う。また、社会保険に加入したときに、今後、

給与から社会保険料を控除するとの説明があった。」旨陳述している。 

また、Ｆ事業所は昭和 30 年５月 29 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、請

求期間②当時の事業主は既に死亡している上、請求期間②当時の社会保険事務担当であったと

する者は、当時のことは何も覚えていない旨回答していることから、同事業所における請求者

の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について、事業所関係者に確認することができない。 

さらに、請求者が主張するＦ事業所のＭ職について、年金事務所の記録において、請求期間

②に厚生年金保険の被保険者記録が見当たらない上、既に死亡していることから、請求期間②

当時の状況を確認することができない。 

加えて、請求者は、「請求期間②当時の給与明細書等は保管していない。」と陳述しており、

このほかに、請求者の請求期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

請求期間③について、請求者は、Ｇ事業所に勤務したと主張しているところ、年金事務所の

記録において、当該名称の厚生年金保険の適用事業所は見当たらないものの、請求者が主張す

る事業所所在地に、Ｇ事業所と類似名称のＦ事業所が確認できる。 

しかし、Ｆ事業所は、前述のとおり昭和 30 年５月 29 日に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっていることから、請求期間③のうち同日以降については、適用事業所であったことが確

認できない上、当時の事業主は既に死亡していることから、当該期間における同事業所の状況

を事業主等に確認することができない。 

また、Ｆ事業所において、請求期間③に厚生年金保険の被保険者記録が有る者は、同事業所

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（昭和 30 年５月 29日）と同日に被保険者資格を

喪失している一人だけであり、同人に照会したところ、同人は、請求期間③当時のことについ

て何も覚えていない旨回答していることから、請求者の請求期間③に係る勤務実態及び厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、請求者の請求期間③に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

請求期間④について、請求者は、Ｇ事業所に勤務したと主張しているところ、年金事務所の

記録において、当該名称の厚生年金保険の適用事業所は見当たらないものの、請求者が主張す

る事業所所在地に、Ｇ事業所と類似名称のＦ事業所が確認できる。 



 

 

しかし、Ｆ事業所は、前述のとおり昭和 30 年５月 29 日に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっている上、当時の事業主は既に死亡していることから、当該期間における同事業所の状

況を確認することができない。 

また、請求期間④においてＦ事業所に勤務していた従業員等を特定することができないこと

から、同事業所における請求者の当該期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、

同僚等に照会することができない。 

このほか、請求者の請求期間④に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険の被保険者として、請求期間①から④までの各期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 



                    

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500901 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600019 号 

 

第１ 結論 

  請求期間①について、請求者の請求に係る事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得

年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間②について、請求者のＡ社又はＢ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月

日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

   

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

 氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

 住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間 ： ① 昭和 53 年４月１日から同年４月 30 日まで 

            ② 昭和 53 年５月１日から昭和 54年 12 月 31 日まで 

     厚生年金保険の記録を年金事務所に照会したところ、請求期間①及び②の被保険者記録が

無いとの回答を受けた。 

請求期間①は、事業所名を覚えていないがＣ市Ｄ地区に所在したＥ店舗に勤務し、電話交

換の業務を担当した。 

また、請求期間②は、Ａ社に事務担当として入社し、同社と事業主が同一のＢ社の事務も

手伝っていたので、Ａ社又はＢ社のいずれかにおいて、厚生年金保険に加入していたと思う。 

請求期間①及び②のいずれの期間も正社員として勤務していたので、当該期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①について、請求者は勤務していたとするＥ店舗の名称を記憶しておらず、昭和 52

年版の住宅地図及び昭和 54 年４月発行の職業別電話帳において、請求者が当該Ｅ店舗の所在

場所として記憶するＣ市Ｄ地区Ｆ地域付近に所在していたＧ関係の事業所のうち、連絡先の判

明した事業所に事情照会したが、「請求者が勤務していた。｣と回答した事業所は無く、請求者

の請求に係る事業所を特定することができない。 

また、請求者は、請求期間①当時の事業主及び同僚の氏名を記憶していないため、請求に係

る事業所における請求者の勤務実態、厚生年金保険の加入及び厚生年金保険料の控除について、

確認することができない。 

このほか、請求者の請求期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

請求期間②について、雇用保険の記録、請求者から提出された写真及びＢ社の複数の元従業

員の陳述から判断すると、当該期間のうち一部の期間において、請求者が、同社及びＡ社に勤

務していたことが認められる。 

しかしながら、前述の雇用保険の記録等からは、Ａ社及びＢ社における請求者の入社日を特

定することができない上、同社における請求者に係る雇用保険の離職日は、請求期間②の途中

に当たる昭和 53 年 12 月 29 日であり、当該期間の後に被保険者記録の有る事業所から提出さ

れた請求者に係る履歴書の職歴欄には、「昭和 53 年 12 月、Ａ社結婚の為退職」と記されてい

るところ、請求者を覚えているとするＢ社の元従業員の一人は、「私は、昭和 53 年９月頃、Ｂ



 

 

社に入社した。請求者は、私が同社に入社した時には、Ａ社に勤務していたが、それから間も

なくして、結婚のため退職したように思う。」旨陳述しており、雇用保険の記録における請求

者の離職日の翌日（昭和 53 年 12 月 30 日）以降について、請求者が、Ａ社及びＢ社に勤務し

ていたことを確認することができない。 

また、請求期間②当時のＡ社及びＢ社の事業主は、「請求者がＡ社及びＢ社に勤務していた

記憶はある。ただし、会社は、法定期間が経過した書類は処分しており、請求者の厚生年金保

険への加入及び厚生年金保険料の控除状況を確認できる関連資料は現存しない。」旨回答して

いる。 

さらに、前述の事業主は、「請求期間②当時、Ａ社及びＢ社では、入社から約３か月経過し

た頃に、今後も勤務が継続すると判断した者について、Ｂ社において厚生年金保険に加入させ

る取扱いであった。」旨陳述しているところ、請求期間②において、Ｂ社における厚生年金保

険の被保険者記録の有る複数の元従業員のうち、一人について、厚生年金保険の被保険者資格

取得日は、雇用保険の記録における資格取得日の約６か月後である上、当該元従業員のうち複

数の者は、「私は、Ｂ社に入社してから一定期間経過後に厚生年金保険に加入した。」旨陳述し

ており、前述の事業主の陳述及び雇用保険の記録を踏まえると、請求期間②当時、Ｂ社では、

従業員の厚生年金保険の加入については、入社後すぐに加入させる取扱いではなかったことが

うかがえる。 

加えて、Ｂ社に入社してから一定期間経過後に厚生年金保険に加入した旨陳述している前述

の元従業員のうちの一人は、「厚生年金保険料は、厚生年金保険に加入した後、給与から控除

されるようになった。」旨陳述している。 

このほか、請求者の請求期間②における厚生年金保険料の控除について、確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険の被保険者として、請求期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1500981 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600022 号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成８年６月１日から平成９年６月１日まで 

Ａ社が経営していたＢ店に平成８年６月頃から勤務していたにもかかわらず、同社におけ

る厚生年金保険の被保険者資格取得年月日が平成９年６月１日と記録されている。 

給与から請求期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを記憶しているので、Ａ社

における厚生年金保険の被保険者資格取得年月日を平成８年６月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

Ａ社は、「請求期間当時の資料は保管しておらず、請求者の勤務期間、雇用形態、厚生年金

保険料控除等については不明である。」旨回答しており、請求者の請求期間における勤務状況

及び厚生年金保険料控除の有無について確認することができない。 

   また、請求期間において、Ａ社における厚生年金保険被保険者記録が有る者のうち、請求者

が記憶する元同僚４人の姓と同姓の４人に照会したが回答は無い上、請求者と同様に平成９年

６月１日に同社において厚生年金保険被保険者資格を取得している 34 人にも照会したが、回

答が有った９人はいずれも請求者を記憶していないことから、これらの者に請求者の請求期間

における勤務状況について確認することができない。 

さらに、前述の回答が有った９人のうち３人は、「請求期間当時、Ａ社は、希望者のみを厚

生年金保険に加入させていた。」旨、また、当該３人のうちの１人は、「私が平成９年６月にＡ

社に入社した際、配属先の店長が従業員を集めて、『社会保険の加入について、これまでは自

由であったが、これからは全員が加入しないといけなくなったので、年金手帳を持ってくるよ

うに。』と言っていたことを記憶している。」旨陳述している上、オンライン記録によると、ほ

かの３人のＡ社における厚生年金保険の被保険者資格取得年月日（平成９年６月１日）は、各

人が記憶する同社における入社時期よりおおむね１年から４年後であることから、請求期間当

時、同社では、必ずしも全ての従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させていたわけでは

なかったことがうかがえる。 

加えて、Ａ社の総務担当者は、「請求期間当時、従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入

させていたか否かは不明であるが、厚生年金保険に加入する前の期間に係る厚生年金保険料を

控除することはない。」旨陳述しているところ、同社において、自身が記憶する入社時期から

おおむね４年後に厚生年金保険被保険者資格を取得している者は、「厚生年金保険に加入する

まで、厚生年金保険料を控除されていなかったと思う。」旨陳述している。 

また、請求者のＡ社における雇用保険の被保険者資格取得年月日は平成９年６月１日である

ところ、請求者の同社における厚生年金保険の被保険者資格取得年月日は、当該雇用保険の被

保険者資格取得年月日と同日である。 



このほか、請求者の請求期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として、請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1501008 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1600024 号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の取

得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 33年 10 月１日から昭和 36年４月１日まで 

    Ｃ学校を中退後、Ａ社に勤務したが、同社に勤務した請求期間について、厚生年金保険被

保険者記録が無い。当該期間を厚生年金保険被保険者期間として記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   Ｂ社は、請求者の勤務形態、請求期間に係る厚生年金保険料控除等について、いずれも不明

である旨回答している上、同社の担当者は、「当方において請求者に係る人事記録は残ってお

らず、また、請求期間当時の社員の人事記録を管理しているＤ組合に確認したが、請求者に係

る人事記録は残っておらず、請求者はＤ組合加入者ではないとの回答であったことから、請求

者がＡ社に勤務していたことを確認できない。」旨陳述しており、Ｂ社の回答等から、請求者

の請求期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除の有無を確認することができない。 

   また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、請求期間を含む５年の間に厚生年金保険

被保険者記録が有り、連絡先の判明した７人に照会したが、いずれの者からも回答が無い上、

請求期間当時の同僚として請求者が姓を記憶する二人については、当該姓のみでは該当者を特

定できないため、請求者の請求期間における勤務実態等について、元同僚等に確認することも

できない。 

   さらに、Ａ社に係る前述の被保険者名簿において、請求者に係る厚生年金保険被保険者記録

は確認できず、請求期間における健康保険整理番号に欠番は無い。 

   なお、請求者の弟は、「請求者がＡ社に勤務した具体的な期間は分からないが、私は、小学

校２年生の頃（昭和 22年頃）、請求者が勤務していたＡ社内の診療所で診察を受けた記憶があ

る。また、請求者は、私が高校生の頃（昭和 30年４月頃から昭和 33 年３月頃まで）もＡ社に

勤務していたと思う。」旨陳述していることから、請求者は、請求期間より前にＡ社に勤務し

ていた可能性もうかがえるが、オンライン記録によると、同社は、請求期間の始期と同日の昭

和 33 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、請求者の弟が陳述する期間にお

いて厚生年金保険の適用事業所ではない上、Ｂ社は、当該期間についても同様に、資料は無く

状況は不明である旨回答していることから、請求者の弟が記憶する期間についても、請求者の

勤務実態及び厚生年金保険料控除の有無について確認することができない。 

   このほか、請求者の請求期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 


